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荒尾市臨時職員・非常勤職員登録者を募集します

市営住宅空家補充入居待機者を追加募集します

補充入居待機者の募集とは
市営住宅に入居を希望した場合、まず入居申込者

について抽選を行い、入居順位を決めて登録します。
その後、市営住宅に空き家が生じたとき、実態調査
を行ったうえで、適正と認められた人について、こ
の入居順位に従って空き家を紹介します。申し込み
後、直ちに入居できるものではありません。

●募集住宅　桜山団地（家族向け平屋・A ～ D 棟・E
～ K 棟）、八幡台団地

●間取り　住宅によって異なります。
●家賃　入居者の収入に応じて決まります。
●入居資格　

❶ 同居する親族がいること（単身での申し込みは
できません）
❷ 国税・地方税を滞納していない人
❸ 入居しようとする家族全員の収入が申込み収入

基準の範囲内にある人
❹ 現に、住宅に困窮していることが明らかな人
❺ 荒尾市内に在住し、収入がある人で、弁済の資

力がある人（厚生年金・ 国民年金受給者を含む）
を連帯保証人にできる人
❻ 申込者と同居者が暴力団員でないこと
※平成 23 年度空家補充（平成 23 年 6 月 23 日抽選）

で待機中の人も申し込みができます。

●待機期間　平成 24 年 5 月末日まで
●入居の申し込み収入基準

・一般階層　月額所得 15 万 8 千円以下
　〈標準世帯（親子４人家族）の場合、世帯の年収

447 万 1,999 円以下〉
・裁量階層（就学前児童・障がい者・高齢者世帯）

月額所得 21 万 4000 円以下
　〈標準世帯（親子 4 人家族）の場合、世帯の年収

531 万 1,999 円以下〉
●入居説明会および申込用紙配布

・日時　2 月 16 日（木）　午前 10 時～
（受付…午前 9 時 30 分～）

・場所　文化センター　第一会議室
●申込受付期間・場所

・日時　2 月 20 日 ( 月 ) ～ 24 日（金）
　　　　午前 9 時～午後 5 時

・場所　市役所 2 階　建築住宅課
●入居順位抽選会

・日時　3 月 1 日（木）午前 10 時～
（受付…午前 9 時 30 分～）

・場所　文化センター　第一会議室

※詳しくはお問い合わせください。

問建築住宅課　☎ 63-1491

下 の表の臨時職員・非常勤職員の希望者について、
登録者名簿を作成します。

平成 24 年４月以降、職務の発生に応じて登録者の
中から書類選考後、面接を行って採用します。なお、
すでに登録手続きをしている人も、現在の登録は 3
月末で無効になるため、手続きの必要があります。
●募集職種　一般事務、保育士、保健師
●受付期限　2 月 15 日（水）

※受付期限以降も随時受け付けます。
●勤務条件など

職種 臨時職員 非常勤職員

任用期間 6 カ月以内
（1 回に限り更新する場合あり） 1 年以内

賃金
※平成23
年度実績

一般事務：日額 5,810 円
保 育 士：日額 6,490 円
保 健 師：日額 7,000 円

一般事務：時給 740 円
保 育 士：時給 830 円
保 健 師：時給 890 円

勤務時間
午前 8 時 30 分～

午後 5 時 15 分
（週 38 時間 45 分）

（週 30 時間以内）

休日 毎週土・日、祝日、年末年始
社会保険

など
健康保険・厚生年金

・雇用保険 当てはまる場合適用

※勤務時間・休日は、職務によって異なる場合があります。

●登録資格　高校卒業以上（平成 24 年 3 月卒業見込
可）で、地方公務員法第 16 条各号の欠格事項に当
てはまらない人
※一般事務については、基本的なパソコン操作（文

章作成・表計算処理）ができる人
※保育士・保健師については、それぞれの資格を有

する人（平成 24 年 3 月取得見込可）
●登録方法　市販の履歴書に写真（運転免許証規格
と同等のもの）を貼り付け、余白などに①希望職種、
②臨時・非常勤どちらを希望するかを記入（どちら
も可の場合はその旨記入）して提出してください（郵
送可）。
※保育士・保健師については、資格証の写しを添付

してください。
●登録有効期間など注意点　登録者名簿の登録有効
期間は、平成 24 年 9 月までです。他に就業などを
した場合は登録を取り消しますので、必ずご連絡く
ださい。また、登録をされても任用を保証するもの
ではありません。

申・問荒尾市役所総務課人事給与係
☎ 63-1204
〒 864-8686　荒尾市宮内出目 390 番地
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社会の中で活躍したいという
願いは誰もが持っています。
しかし、年齢や障がいを理由
に差別されることも少なくあり
ません。自分が高齢者や障がい
者になったときどう思うでしょ
うか？
私たちには一人一人に人権が
あります。私たちはお互いを尊
重し、助け合って暮らしていけ
る社会を築き上げていく必要が
あります。

問人権啓発センター
　☎ 62-1313


